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第７期東大阪市障害福祉計画・第３期東大阪市障害児福祉計画 (素案）に関する
パブリックコメントで寄せられた意見とそれに対する本市の考え方  

【意見総数 37 件】 
No 該当ページ 意見の概要 本市の考え方 
1 P13 など ① 必要とされる訪問系サ

ービスの保障  
策定会議でも人材確保・人
材育成については、各委員
から多くの意見が出され
計画にも一定反映はされ
ています。国が示すように
障害児者への障害福祉サ
ービスの量的拡充が飛躍
的に進んでいる今日、その
事業を担う人材の確保は
もちろんのこと、サービス
の質の保障には人材の育
成が重要な課題となりま
す。人材の確保と育成に向
け、他市や他法人等の成功
例などを参考にしながら
行政や法人等、大学など教
育機関も交えた検討する
場などが設けることなど
ご検討お願いします。 

ご意見を参考に、今後検討
を進めてまいります。 

2 P14 ⑥ 依 存 症 対 策 の 推 進
8050 問題が併記されてい
るが、別項目とした方が良
いのでは？ 

ご意見有難うございます。
8050 問題単独で区分けす
ると他の項目に比べ、小さ
く、ご意見を踏まえまして
今後の参考とさせて頂き
ます。 

3 P29 現状の通級指導教室在籍
児童がありません。実際の
数値、市内小学校の通級指
導教室設置校を示して頂

ご意見ありがとうござい
ます。資料部については、
あくまで参考に過ぎず、項
目について次回以降の作
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ければと思います。 成時に検討してまいりま
す。 

4 P36  保育所等訪問支援の設置
目標が 2か所であり、目標
達成になっていますが、こ
の設置数ではまだまだ不
足だと感じます。教育と福
祉の連携に力を注ぎ、一日
の大半を過ごす学校がこ
れまで以上に過ごしやす
い場所になることを願い、
現状の保育所等訪問支援
事業から大幅に拡充して
もらえるよう望みます。 

前回の計画においては成
果目標として保育所等訪
問支援の設置数を求めら
れており、実施済みとして
います。今後は、サービス
量等の目標値の設定とな
り、保育所等訪問支援にお
いては、サービス量が増加
するものとして見込んで
おります。サービス提供先
についても充実できるよ
う努めてまいります。 

5 同↑ 保育所等訪問支援の計画
値が 2 か所で実施済みと
なっているが、受け入れ事
業所が無くて困っており
ます。レピラだけの受け皿
でなく、計画値を増やして
頂くことを希望します。 
併せて制度理解の促進が
急務だと感じております。

↑に同じ 

6 P39 など 記述内容から「協同組合」
の概念が拡がってほしい 
「共生型の居場所」の構築
などをナビゲートしてほ
しい 
具体案 協同組合の概念な
どの勉強会講演会の開催 
新たな相談体制構築ナビ 
＊ハンデのある方が協同
組合を作っている組織団
体を招いて学習会をして
いく 

ご意見承りました。良い概
念等は取り入れ、今後の障
害児者の施策構築に活か
してまいりたいと思いま
す。 

7 P49  （１）福祉施設の入所者の 計画中、現状等を踏まえ、
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地域生活への移行 
成果目標が第 6期と同じ 

第 6 期と同等の数値を設
定している事業もござい
ますのでご理解ください。

8 P51  （２）精神障害にも対応し
た地域包括ケアシステム
の構築 に関して 
長期入院者は ADL低下し
常時介護が必要となって
いる方も多いが、障害福祉
サービスで探そうと思う
と退院先が見つかりにく
い。精神障害であればグル
ープホームが退院先とな
るケースが多いと思うが、
ほとんどのグループホー
ムは ADLが自立している
ことや、日中活動が必須で
あることが条件の施設が
多く、長期入院者の退院先
としては厳しい現状であ
る。 
日中活動先を探すにして
も自分で通所することは
難しい方も多く、送迎がな
い事業所も多い。日中活動
必須というグループホー
ムは日中のスタッフ確保
が難しいためという理由
もあるのではないか。グル
ープホームの数は増えて
いるが、サービスの質が伴
っていないと感じること
も多い。 

貴重な情報有難うござい
ます。今後の施策に活かし
てまいります。 

9 P55 （４）福祉サービスから一
般就労への移行等 
就労定着率が 7 割以上

算定方法については、市単
独で設定が望ましくない
ものと考えています。今後
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の事業者の割合 25％
の設定は、目標が低すぎな
いか。また、就労定着率支
援事業を使っている方の
定着率のみの数字を盛り
込むことに検討が必要 

国府への意見とします。目
標については、今回国・府
の指針に沿って設定して
います。 

10 P57 成果目標の達成に向けた
活動指標中、地域の相談支
援事業所に対する訪問等
による専門的な指導・助言
の年間件数部が、現状から
見込み数が倍増（150→
300）になっているのは何
故か。 

今回、委託相談箇所数増を
見込み、設定しています。
相談支援の充実を委託相
談の拡充のもと、進められ
るよう考えています。な
お、ピアサポート活動にお
いても発達障害相談支援
事業を同様に拡充するに
より増を見込んでいます。

11 P62  （７）発達障害者等に対す
る支援 中 
ペアレントトレーニング
受講者数の希望値ですが、
そもそも平日開催では参
加実績が増えません。土曜
日曜開催も含めて検討頂
くことで受講者数も増え
ると思われます。目標実現
に向けた取組みとして検
討をお願いします。 

ご意見を参考に、開催等に
ついて今後、検討いたしま
す。 

12 P63～ 第 7 期の計画策定にあた
っては合同策定会議に当
事者の参加も増え、それに
伴う合理的配慮の工夫も
され第 6 期の策定時に比
べ大きく改善されました。
ただ、第 3期の障害児福祉
計画の策定も同時に行う
のであれば今後委員構成
や会議の在り方などさら

ご意見ありがとうござい
ます。実績値だけでなく、
その後を見越し、数値等を
見込んでいるつもりでは
ありますが、引き続き今後
の課題等とさせて頂きま
す。今後の計画策定におけ
る委員構成や有り方につ
いてもご意見を踏まえ、検
討してまいります。 
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に改善が必要と思われま
す。今回の福祉計画策定に
こだわらず、この目標値と
するべきかについては、実
績値だけでなく背景要因
も踏まえて検討し、東大阪
市におけるサービスの必
要数をどう組み立てるか
についての議論をしてい
ただきたい 

13 P67 エ 行動援護 第 7 期見
込数 
障害児の行動援護の令
和３年度と令和 4 年度の
実績平均値よりも、令和７
年度以降の計画値が下が
っているのは何故です
か？ 

令和 3 年度実績 163 時
間、令和 4年度 118 時間、
令和 7 年度計画 218 時間
であり、平均値を上回って
います。 

14 P70 短期入所サービス 見込
量確保のための方策  
単身世帯の児童は特に
１人の親に負担がかかっ
ている現状です。 
虐待にまで発展していな
くても、障害特性を理解し
て支援し子育てすること
にはかなりの労力がかか
ります。誰でもどんな人で
も乗り越えられるわけで
はなく、時には人の力を借
りたい時もあります。親子
だけの関係では煮詰まる
現状、それを回避するため
短期入所をレスパイト目
的で利用したくても現状
足りているとは言えませ

短期入所は、計画に記載し
ていますが、家族の介護の
負担軽減等の効果があり、
需要の高いサービスと認
識しており、ご意見を踏ま
え、引き続き充実できるよ
う努めます。 
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ん。見学ですら受け付けて
もらえないところも多い
です。 
安心してこの東大阪市で
子育てしてくためには、ど
の子も安心して泊まれる
短期入所の整備が必要で
あると考えます。 

15 P76 就労継続支援 B 型のサー
ビス概要説明 に関し、A
型にあわせ障害者の文言
追記すべき 

ご意見として承りました。
法定義以外に規定がない
なかで、記載しています。
今後もわかりやすいよう
に表現に努めてまいりま
す。 

16 P82～83 計画相談の障害児の数値
少なすぎるように思う。理
由は？ 

本数値は、障害児が大人の
障害福祉計画を利用した
際の数値と見込みであり、
あまり利用が無いもので
す。 

17 P85 計画相談支援 現状～
東大阪には計画相談の
事業所が少ない。実際は必
要な人多いが探すのに苦
労するため、やむを得ずセ
ルフプランで対応するケ
ースもある。精神障害の方
は見た目にはわからない
が実際はご自身で対処し
たり考えたりするのが難
しい方も多く、相談員が付
いていた方が良い人は多
い。依頼してみるとどこも
いっぱいと言われ、マンパ
ワー不足と感じる。 

貴ご意見のほかにもアン
ケートでも同様の意見を
多く頂いており、相談先の
充実は最重要事項と考え、
市として取り組んでまい
ります。 

18 P86 成年後見制度法人後見支
援事業とは？大阪府の事

法人後見とは、社会福祉法
人等が成年後見等になり、
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業か？ 判断能力が不十分な人の
支援を行うものです。本市
では、レピラにおいて、法
人後見を実施しておりま
す。 

19 同↑ 訪問入浴サービスに関し
てニーズはもっとあると
思う。妥当な数値か？制度
周知が足りないのか？制
度の利用がしにくいの
か？ 

数値が妥当かどうか今後
調査を進めつつ、制度の改
善、更なる周知に努め、よ
り良いサービスが市内に
行き渡るよう努力します。

20 P94 （イ）日中一時支援 
単価が安い 

今後の課題として承りま
す。 

21 P95 日中一時支援事業 
見込量確保のための方策 
「受け入れ先の拡充をし
ます。」について説明を追
記してほしい。 

具体には、レピラにて生活
介護を廃止し、就労サービ
スの拡充と共に日中一時
支援の体制強化を行って
いただくことを考え、記載
しています。 

22 P97 (1) 重層的な地域支援体
制の構築を目指すための
児童発達支援センターの
設置及び障害児の地域社
会への参加・インクルージ
ョンの推進 

重層的な～とあるが、重層
的支援体制整備事業との
違いがわかるようにでき
ないか？ 
療育の質の確保が出てく
るが、その取り組みがネッ
トワーク構築とSVが混在
しているので、わかりにく
い。障害児相談支援体制の
有り方として、本人の障害

地域での児童発達支援セ
ンターの設置は、重層的支
援体制整備事業において
重要と考え、このような表
記としておりますが、他の
表現同様、分かり易いもの
とすべく努めてまいりま
す。また、スーパーバイズ
という表現を用いて、学識
経験者等からの助言・指導
を意味し、それらを頂きな
がら、今後ネットワーク構
築や機能の拡充に活かし
てまいります。 
「障害児相談支援体制の
有り方として、本人の障害
に対する相談は専門外で
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に対する相談は専門外で
は成りたたないことを伝
えることはできないか？
サービス調整だけでなく、
基本相談が重要なことを
伝えてほしい。 

は成りたたない」は一般的
に専門家にご相談頂ける
ものと認識しており、ご意
見として頂いておきます。

23 P97～ 今の障害児をめぐる状況
をどうとらえ、そのことに
対して児童発達支援セン
ターをどう活用していき
たいのか見えてこない 

ご意見ありがとうござい
ます。児童のサービス利用
は年々増加し、早期療育の
必要性が高まっています。
既存の社会的資源を活用
しながら、不足なサービス
等を見出し、取り組んでい
くことが求められていま
す。ライフステージに関わ
らず切れ目のない支援の
提供、福祉・保健・医療・
教育・就労機関との連携の
拡充に努めたいと思いま
す。 

24 P98 東大阪市立障害児者支援
センター「レピラ」におけ
る通園・診療・相談機能の
拡充 ＜主な施策＞ 
担当課 子ども家庭課の
ほか、障害児サービス課や
教育委員会も追加希望 

「レピラ」に関する事項で
もあり、現時点では、担当
課とは言い難いと考えて
おり、文中の関係課として
一部記載致します。 

24 P100 (3)医療的ケア児支援のた
めの関係機関の協議の場
の設置及びコーディネー
ターの設置 
今現在地域支援課と話
し合っているようなこと
を主な施策としての取り
組みにならないのか 

ご意見ありがとうござい
ます。次回の計画策定時に
は、より多くの事項を記載
できるよう施策を進めて
まいります。 

26 P105 (3)広報・啓発活動 ご意見ありがとうござい
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自立支援協議会の活動や
取り組みなど市のホーム
ページを媒体とすること
も含みながら情報が広く
浸透するような工夫を講
じていただけるようお願
いします。 

ます。今後対応へ向け、検
討を進めてまいります。 

27 P105 など 障害についての理解、啓発
は、「共に生きる」という意
識を醸成するためには必
要不可欠な取組で、市が公
として持続的に、熱意と誠
意を持って取り組んで行
かねばならない事である
と考えております。が・・・
障害福祉計画の中で、障害
理解啓発に具体的に触れ
ている個所が少なすぎる。
未来の社会を担っていく
子どもに焦点を絞ってい
くのが、戦略としては実現
可能性があると思ってお
り、教育関係の部局とも連
携しながら、義務教育期間
の児童に対しての障害理
解・啓発・障害者との交流
に、最大限、ウェイトを置
いていただきたいと、念願
いたしております。将来的
に、福祉人材を確保すると
いう観点からも、理解啓
発・交流は最優先であると
思っています。 

障害福祉計画・障害児福祉
計画の趣旨は、障害福祉サ
ービスのサービス量を図
るものであり、今回頂いた
ご意見については、次回の
障害者プランへ反映させ
ていきたいと思います。ご
意見有難うございました。

28 P106、108、
109 

市民への啓発や交流など
は、大事なことなので力を
入れてほしい 

ご意見ありがとうござい
ます。障害当事者等に適切
な情報提供等は不可欠で
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あり、今後も様々な事業に
おいて努めてまいります。

29 P109 （３）障害者の芸術文化活
動支援による社会参加等
の促進 
・東大阪市立体育館・スポ
ーツホールかがやき・ふれ
あいホール・東大阪アリー
ナ等々、車椅子でも利用し
やすくするという方向の
整備も同時進行でお願い
したい。市民スポーツ課
が、スポーツ推進委員さん
と協働して、各地域でボッ
チャ大会を行っています
ので、こことの連動も考え
ていただきたい。各地で行
われるボッチャ大会に、障
害のあるなしに関わらず
参加して楽しむ。そんな取
組が１０年２０年と継続
され伝統となれば、東大阪
発の地域共生の取組とな
ると考えております。 

ご意見を踏まえ、追記しま
した。 
（現） 
ウィルチェアスポーツコ
ートを設置しました。ここ
を起点とし、広く障害者ス
ポーツの理解啓発の推進
に努めていきます。 
↓ 
（変更後） 
ウィルチェアスポーツコ
ートを設置しました。既存
の市内各所の施設におい
ても利便性の向上へ向け
た検討を進めながら、ここ
を起点とし、広く障害者ス
ポーツの理解啓発の推進
に努めていきます。 

30 P110 （４）障害者等による情報
の取得利用・意思疎通の推
進 
どんな障害者をイメージ
していますか 
知的障害者は難しい漢字
や言い方、計算が苦手な人
がいます。ふりがなだけあ
っても使っている言葉が
難しかったらわかりませ
ん。短く区切り、書き直し、
言い直ししてもらったり

ご意見を踏まえ、文言を追
記します。 

（現）市政だより、パンフ
レット、ホームページなど
の活用、行政情報の点字・
音声化の促進などを通じ
て情報の提供に努めます。
また、災害や大規模感染症
の発生時に、必要な人に必
要な情報が届くよう、関係
機関と連携した情報提供
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しないと難しいことが多
いです。 
災害があったときも言わ
れていることがわからな
かったらパニックになる
と思います。 
なので、聴覚や視覚の人ば
っかりイメージするので
はなく、知的の人のことも
しっかりと考えてくださ
い。私たちにもわかりやす
い情報をください。 

体制の整備に努めます。 
↓ 
（修正後）市政だより、パ
ンフレット、ホームページ
などの活用、行政情報の点
字・音声化の促進、読みや
すい表記や分かりやすい
表現など一人ひとりの障
害特性に応じた情報の提
供に努めます。また、災害
や大規模感染症の発生時
に、必要な人に必要な情報
が届くよう、関係機関と連
携した情報提供体制の整
備に努めます。 

31 以下ページ
指定無し 

計画における成果目標の
見方・解釈が難しい 

成果目標については、国・
府で設定されている事項
でもあり、よりわかりやす
くなるよう意見等を引き
続き要望してまいります。

32 － 概要の解かりやすい版が
欲しい 

パブリックコメント版は、
ホームページにご用意し
ております。計画完成後も
概要版を同様に用意する
予定です。 

33 － 差別解消法の記載が少な
い。サービスが充実しても
法律のことを周知されな
いと啓発には繋がらない 

障害福祉計画・障害児福祉
計画の作成は、主に障害福
祉サービスのサービス量
やその内容、質といったも
のを定期的に見直してい
くものであります。しかし
ながら、ご意見のとおり、
差別解消法は、法の趣旨も
踏まえ、広く市民に周知が
必要であり、機会あること
に発信・啓発を行い、次回
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の障害者プラン作成時に
おいてしっかり反映させ
てまいります。ご意見有難
うございました。 

34 － 障害福祉サービス申請か
ら区分決定まで時間がか
かる。急性期病棟（3ヶ月
の入院期限あり）では特
に、ヘルパーが必要と思わ
れる方も、訪問看護しか導
入できないことも多い。サ
ービス調整に時間がかか
るため、余計に入院の長期
化につながる。その一方で
催促すると少し手続きを
早めてもらえたりするの
は、手順通りにやっている
方たちからすれば平等で
はないと感じる。 

ご意見を踏まえ、今後の事
務運用等に活かしてまい
りたいと思います。 

35 － 3 障害を統一して以降、事
業所は3障害+難病を受け
入れることになっている
がこれまでのベースの得
意な障害分野があると思
うので、その障害分野に強
い事業所に相談したいと
思うが、リストには事業所
名や連絡先と分野に〇を
しているだけなので詳し
い情報が掴めず、事業所の
選択がしにくい。どの障害
ベースなのか見やすくし
てほしい。また新しい事業
所も増えていると思うの
で、適宜更新し、内容を詳
しくしてほしい。 

ご意見を有難うございま
す。今後リスト等作成時に
参考にさせて頂きます。 
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36 － 支援の中で行政職員と連
携することは多いが、福
祉・医療の現状をご理解い
ただけていないと感じる
ことも多い。配属先によっ
ては現場実習を取り入れ
るのも良いのではないか。
また、これからの福祉・医
療の人材を確保していく
ためにも、積極的に福祉教
育を取り入れ、若いころか
ら福祉への興味を持って
もらう機会を増やしてい
くことも重要であると考
えられる。特に精神保健福
祉分野に関しては教育の
中で触れる機会も少なく、
これからの担い手不足が
心配されている。一方で心
の時代と呼ばれる現代で
は心の悩みを抱える若者
も多く、若者自身が悩みの
相談窓口や支える仕組み
を知ることで早期対応が
可能になるというメリッ
トもあると考える。 

ご意見を踏まえ、今後の施
策に活かして参りたいと
思います。 

37 － 障害者虐待に対する取り
組みや法律の整備で患者
が守られる体制が整って
いく一方で職員を守る仕
組みがない。精神科病院で
は病気や障害に伴い暴言・
暴力などがある現場が当
たり前のようではあるが、
職員も人間であり患者か
らの暴力や理不尽な言い

福祉現場、とりわけ精神科
病院では、日々様々な厳し
い対応を強いられ、法人等
におかれましては、職員の
心身のケアにご配慮頂い
ていることと存じます。今
後市としても介護・福祉職
のメンタルケア、職番環境
の改善について、どのよう
な仕組みづくりができる
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がかりなどにより身体的・
精神的被害を受けている
現状もあり、離職者も多
い。人材確保のため、やり
がいのある魅力的な職場
であることを伝えるため
には、現在働いている職員
のメンタルケア・環境改善
が必要で、具体的な方策検
討を希望する。 

のか検討してまいります。


